（令和４年６月９日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年６月９日（木）午後１時25分から午後３時00分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）
４番　中東　敬夫　　　　　　　　　　　　　５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　
６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）　　　　７番　奥野　隆雄（会長）
９番　木邨　公重　　　　　　　　　　　　　10番　西尾　晴雄　
11番　中橋　弘　　　　　　　　　　　　　　12番　小野　信次
13番　川口　茂明　　　　　　　　　　　　　14番　北川　康裕
15番　金谷　伸太郎　　　　　　　　　　　　17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（１名）
３番　冨田　順治
５　遅刻委員（０名）
　　
６　議事日程
　　第１　報告第11号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第２　報告第12号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第13号　農地法第５条第１項第７号の規定による届出受理の取消願について
第４　報告第14号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第５　報告第15号　現況証明願について
第６　報告第16号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
第７　特別案件第１号　令和４年度最適化活動の目標の設定等について
第８　特別案件第２号　令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　　職員　　　田中　直樹
　

８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時25分　開会　）
　議長（奥野会長）　みなさん、こんにちは。
定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまより６月の農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
本日は委員が１名欠席で、委員15名のうち14名が出席し、出席委員は過半数以上で総会は成立いたしますので、ただいまより委員会総会を開催いたしたいと存じます。
それでは、議事に入らせていただきます。
　　　　　　報告第11号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第11号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第11号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は交野市との市域界付近の住宅街の中の農地でございます。
本件は４月26日に受付を行い、４月28日に地区担当委員に連絡の上、現地確認を行い、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。経過といたしまして、昭和60年頃に宅地造成した際に、農地法の届出を失念しておられたとのことから経過書を徴取しております。また、本件については一部転用でございまして、残りの農地部分は特定生産緑地に指定する予定です。
30年前に生産緑地に一部指定した際には、農地の一部転用を農業委員会では認めていなかったために転用もれになっておりましたが、現在は農地法第４条の自己転用に限り、一部転用を認めております。
今般、特定生産緑地への移行手続きにあたり、自宅庭敷地部分の農地転用の届出がされたものです。
（報告第11号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は国道旧170号線を市立市民会館から少し北へ上ったところでございます。
本件は５月10日に受付を行い、地区担当委員に随行し、５月18日に現地確認をいたしました。５月23日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用もれ案件でございます。今回、農地所有者が土地の登記地目の変更をされる目的でありますが、農地転用の許可・届出がされておりませんでした。
届出人に確認をさせていただきますと、昭和27年の農地法が施行される前の昭和23年頃に宅地へ造成されたとの申出でありましたが、申出の事実確認において、航空写真、住宅地図等による確認に時間を要し、法施行前から非農地であったことが確認できたなら、有料による非農地証明の発行になりますことを説明させていただきました。
それなら、改めて農地転用の届出をし、転用届出の受理通知書をもって、登記地目変更申請をすることになったものであります。
また、この内容についても経過書を徴取しております。
（報告第11号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は国道１号線沿いの鳥飼仁和寺大橋のすぐ西側の農地でございます。
本件は５月11日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、５月17日に現地確認をし、５月27日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用もれ案件でございます。令和４年１月に無断で駐車場へと宅地造成しており、農地法の届出を見落としていたとのことから、始末書を徴取しております。
宅地造成に際しては、隣接農地等に雨水排水が流れ込まないように、Ｕ字側溝を設置し、排水すると聞いており、請書も徴取しております。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
すでに三十数年間このままの状態の変わりはありませんので、特に問題ありません。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員よりご説明していただくのですが、本日欠席でございますので、事務局からの説明で何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございますが、Ｕ字側溝については届出人より設置が完了したら速やかに報告をさせ、現地確認をする必要があるかと思います。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第12号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第12号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第12号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は寝屋川市駅より市道を西側に進み、市立西小学校を少し越えたところでございます。
本件は５月９日に受付を行い、地区担当委員に随行し、５月17日に現地確認をし、５月23日に会長専決により届出を受理したものです。
店舗及びコインランドリーに転用するとのことで、開発許可書も添付されていれることから、排水計画等は問題ないものと思われます。
本件については、土地は売買ではなく賃借権を設定するもので、20年の賃貸借契約となっています。
現況は画面の通りでございます。
（報告第12号　件番２朗読）
件番２につきましては、場所は市立市民会館のすぐ南側の農地でございま　す。
本件は先月の委員会総会にて報告しましたが、譲受人が変更となったことから、農地転用届の受理通知後に届出を出し直しされたものでございます。
本件は５月11日に受付を行いました。当初の届出時に地区担当委員に随行し、４月26日に現地確認しております。当初の届出については、次の報告案件において報告をさせていただきます。
本件の転用目的は高齢介護施設でございます。東側を流れる水路部分については暗渠にするということから、下流域の農地に影響はないものと思います。
現況は画面の通りでございます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があった通りでございます。
これまで、生産緑地の指定は受けておられなかったようです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員が本日欠席でございます。
事務局からの説明で何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようでございますので、次に報告第13号　農地法第５条第１項第７号の規定による届出受理の取消願について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　 報告第13号　農地法第５条第１項第７号の規定による届出受理の取消願について、ご説明申し上げます。
　
（報告第13号　件番１朗読）

件番１については、先程の報告第12号件番２において報告した農地でございます。
譲受人、つまり買主が変更となった為、取消願があったものです。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について何かご質問等
ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようでございますので、次に報告第14号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第14号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
（報告第14号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は寝屋南土地区画整理事業を行ったところでございます。
買取申出事由は故障です。腰部脊椎間狭窄症により、農業に従事することが不可能であると医師の診断書を徴取しております。
現況は画面のとおりです。
　　　　　　　　　以上でご報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご質問等がないようでございますので、次に報告第15号　現況証明願について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第15号　現況証明願について、ご説明申し上げます。
（報告第15号　件番１朗読）
　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は寝屋川公園駅から打上団地へと進み、打上団地の南側の農地でございます。
当該農地は、地目が山林となっておりますが、以前から竹林として管理されており、農地として農地台帳に登載しております。来年、生産緑地の指定から30年を向かえ、特定生産緑地の指定に際して、登記地目を畑に変更することから現況証明願の提出があったものです。
地区担当委員に連絡の上、５月23日に現地確認を実施しております。
現況は画面のとおりです。竹林として特段問題ないことから、５月27日、会長専決いたしました。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、地区担当委員から報告をお願いします。
　地区担当委員　　これまで、筍採取のための竹林になっていることから、問題ないと判断いたしました。

　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第16号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第16号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築する際には承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫の建築の承認願の規定はされておらず、本市農業委員会が独自に提出を求めているものです。
（報告第16号　件番１朗読）
　　　　　　　　件番１につきまして、場所は市立第五中学校を北側へ少し進んだところにございます。
今回、農業委員会へ農業倉庫建築の届出がなかったため、届出があったものです。
本件は５月10日に受付を行いました。本件については申請者が地区担当委員のご親族であるため、５月17日に隣接地区担当委員と現地調査を行い、会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
（報告第16号　件番２朗読）
件番２につきましては、場所は国道一号線と寝屋川導水路が交差するところ、すぐ南側の農地でございます。
当該農地については、令和４年３月に農業委員会へ相続税の納税猶予に関する適格者証明の証明願があり、現地確認した際に農業倉庫がありましたが、届出がなかったため、届出するよう依頼したものでございます。
本件は５月16日に受付を行い、令和４年３月に地区担当委員と現地調査を行っておりましたので、５月27日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、地区担当委員から報告をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に特別案件第１号　令和４年度最適化活動の目標の設定等について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　特別案件第１号　令和４年度最適化活動の目標の設定等について、ご説明申し上げます。
（特別案件第１号　朗読）
今般、農林水産省より「最適化活動の目標設定」に関して、２月２日付けの通知において、従来、農業委員会の事務の実施状況をホームページにて公表していたことに加えて、「最適化活動の目標設定」を行うことになりました。
まず、最適化活動について、ご説明申し上げます。
最適化活動とは主に３つの取組からなっています。
一つ目は、農地の集積化に関する取組です。農地の集積化とは、農家個人あるいは、農業法人等の担い手に農地を集積していく活動です。国は平成25年度に日本再興戦略に基づきに農地の集積率を令和５年度までに８割とすることを掲げました。これに伴い、農地の最適化活動が推進されることとなりました。
二つ目は、遊休農地の解消に係る活動です。例えば、例年、農業委員が行っている農地パトロール等がこの活動に当たります。遊休農地について、是正指導を行い、遊休農地の解消を行っていく活動です。
最後に三つ目は、農業への新規参入の促進に関する活動です。この活動については、今年度より、本市産業振興室農政担当にて取り組んでいる「マッチング事業」のように、遊休化した農地等を貸したいという所有者と、農地を新たに借りたいという意欲的な農業者をマッチングさせていただく活動のように新規参入を行う活動が該当します。
この三点を踏まえて、活動計画を別添の通り策定いたしました。従来より本市農業委員会のホームページにて公開してきた活動計画、活動実績との変更点は、最適活動の取組計画が追加されたことです。それでは、活動計画をご覧ください。
活動計画の目標数値について、農地の集積率を25％としておりますが。市内の現況を踏まえると農地の担い手がそもそもおらず、かつ、まとまった集団の農地もなく、到底達積できる目標ではありません。この数値は府から目標設定の通知が来ており、その数値を入力したものです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（質疑・応答）
　　　　　　　 他にご質問等がないようですので、原案のとおり決定してご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　 ご異議がないようですので、原案のとおり決定させていただきます。
　　　　　　　 次に、特別案件第２号　令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　特別案件第２号　令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、ご説明申し上げます。
　　　　　　　　　
（特別案件第２号　朗読)
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（質疑・応答）
　　　　　　　 他にご質問等がないようですので、原案のとおり決定してご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　　　　 次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局長代理　　「農業委員会委員活動記録簿について」を説明。
行事予定表「10月の大阪府農業委員大会について」及び「１月の北河内地区農業委員会連合会の研修会について」を説明。
　議長　　　　　　  以上をもちまして、６月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後３時00分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和４年６月９日
寝屋川市農業委員会
会　　長　　奥　野　隆　雄
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
